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重点支援地方交付金給付事業の実施について 

 

 

令和７年 12月 16日に国において、物価高騰の影響を受けた生活者等を支援するために、食料品

の物価高騰に対する特別加算が盛り込まれた物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（重点支援

地方交付金）に係る補正予算が成立しました。 

このことから、本市では、速やかに市民への生活支援を図るべく、当該重点支援地方交付金を活

用した現金給付事業を次のとおり実施するものです。 

 

 

【現金給付事業の概要】 

１．対象者 

本市に住民基本台帳の登録がある人 

 

２．給付額 

  １人当たり７，０００円 

 

３．給付時期 

  準備が整い次第、速やかに給付 

 

４．給付方法 

① 世帯主に世帯全員の給付金をまとめて給付 

② 世帯主のマイナンバーカードに登録されている公金受取口座にプッシュ型で給付 

③ ②の公金受取口座未登録の場合は、別途、口座の届け出等の案内を行い、指定期限までに

届け出等をされた口座に給付） 

 

５．概算総事業費 

  ３８１，２５０千円（給付費３５７，０００千円、事務費２４，２５０千円） 

      【事業に要する費用については、全額国庫負担（10/10）】 

 

 ６．参考 

   令和８年１月１日現在 野洲市 人 口 ５０，６２３人 

                  世帯数 ２２，２４５世帯 
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